
第23号様式（第29条関係）

第   号
年  月  日

様
三股町⾧

1.

2.

3.

4.

5.

6.

退去又は廃車その他の理由により、駐車場を使用しなくなったときは、返還日の

10日前までに返還の手続きを行うこと。なお、駐車場の使用料金は日割り計算を

行いません。使用料金の発生月は管理組合と協議してください。

使 用 開 始 日

自動車登録番号

メ ー カ ー ・ 呼 称

外 装 色

自動車の大きさ

【補足通知】

駐 車 場 使 用 許 可 書

年    月    日付で申し込みのあった駐車場の使用を、下記のとおり許可します。

団 地 名

使用者の氏名

使用区画番号

⾧さ   ㎝  幅   ㎝  高さ   ㎝

団地     号

   －   番

年   月   日

天災・火災・盗難・衝突その他避けることのできない事故により生じた損害、故

意又は過失により、駐車場又は団地内施設及び自動車相互の事故等の損害につい

ては、町は賠償の責任を負いません。

使用者が使用条件に違反したときは、この許可を取り消すことがあります。

備 考

使用料金は、毎月月末までに管理組合を経由して納入すること。

使用料金を3月以上滞納したときは、使用許可を取り消すことがあります。

自動車の車種等に変更があった場合は、変更の手続きを行うこと。


